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平成 29 年度カネミ油症行政担当者会議 

参考資料 



（内）
平成23年度

末以前

（内）
平成24年度

以降の検診
認定

（内）
同居認定

北 海 道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1

青 森 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岩 手 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮 城 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

秋 田 県 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

山 形 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福 島 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

茨 城 県 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

栃 木 県 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

群 馬 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

埼 玉 県 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

千 葉 県 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 5

東 京 都 0 3 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 6

神 奈 川 県 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

新 潟 県 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

富 山 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

石 川 県 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

福 井 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山 梨 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長 野 県 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

岐 阜 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

静 岡 県 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

愛 知 県 0 7 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10

三 重 県 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

滋 賀 県 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

京 都 府 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

大 阪 府 0 9 9 0 2 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 15

兵 庫 県 0 2 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

奈 良 県 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

和 歌 山 県 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

鳥 取 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

島 根 県 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

岡 山 県 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

広 島 県 2 18 20 1 2 3 2 0 2 2 1 3 1 1 2 0 0 0 8 22

山 口 県 1 6 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7

徳 島 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

香 川 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

愛 媛 県 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

高 知 県 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

福 岡 県 4 20 24 1 28 29 0 6 6 0 1 1 1 1 2 0 2 2 6 58

佐 賀 県 0 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6

長 崎 県 8 105 113 1 29 30 1 8 9 0 2 2 5 4 9 0 4 4 15 152

熊 本 県 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2

大 分 県 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

宮 崎 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鹿 児 島 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

沖 縄 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 1,966 16 196 212 4 74 78 4 18 22 2 9 11 8 10 18 0 11 11 1,966 34 318 2,318

1,966

平成29年度

（～H29.12.31）

検診
認定

同居
認定

計

2,318

同居
認定

同居
認定

■ カネミ油症　累計認定患者数
　　※累計認定患者数には、死亡者数も含む。

認定
都道府県名

平成23年度

末以前

平成24年度 平成25年度 平成26年度

検診
認定

検診
認定

1,966

累計認定患者数

H29.12.31 現在

検診
認定

同居
認定

平成28年度

計
同居
認定

平成27年度

計
同居
認定

計
検診
認定

計計
検診
認定
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カネミ油症患者の
同居家族の

認定申請のご案内

厚生労働省

１）から３）をすべて満たす方が対象となります

１）油症発生当時、油症患者（認定患者※）と同居していた
※同居家族認定患者は除く。

２）油症発生当時、カネミ倉庫社製の米ぬか油を摂取した

３）現在、心身の症状があり、治療その他の健康管理が
継続的に必要

平成２４年１２月から、油症診断基準が改定され、
カネミ油症認定患者の油症発生当時の同居家族の

方が、新たに認定の対象となりました。

※申請の受付はお住まいの都道府県等で行います。
先ずは、最終ページにあります相談窓口一覧からお住まいの都道府

県にご相談ください。

新たに認定の対象となる方

⑤
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（１）お住まいの都道府県等のホームページからダウンロードも
しくは窓口で直接又は郵送で書類を入手いただけます。

①認定申請書
→今回、認定申請される方ご自身で記入して下さい。

②医師の意見書
→現在の心身の症状について、申請される方ご自身で記入するとともに、
かかりつけのお医者さんに記入してもらって下さい。

（２）お住まいの市区町村等で、同居を確認する書類を入手いた
だけます。

③ 昭和４３年の事件当時、認定患者と同居していた
ことが確認できる書類

申請書類を都道府県等に提出して下さい。
① 認定申請書 ②医師の意見書
③ 昭和４３年の事件当時、認定患者と同居していた
ことが確認できる書類

※郵送でも受け付けます。（ＦＡＸでは受理できません）

申請手続きの流れ

１ 申請書類の準備

２ 申請書類の提出

申請された都道府県等が結果を通知します。

詳細

○ 国の健康実態調査に協力した場合に、
年１９万円の「健康調査支援金」

○ カネミ倉庫株式会社から、
・油症と関連する医療費の自己負担分
・年５万円程度の給付金

★ 油症患者として認定されると、次のような支援が受けられます。
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昭和４３年の事件当時、認定患者と同居
していたことが確認できる書類

＜家族関係を示す書類＞

戸籍謄本、除籍謄本又は、改製原戸籍謄本
【市区町村で入手して下さい】

※兄弟姉妹が現在結婚している場合は、結婚前のもの（親の戸籍謄本など）が
必要です。また認定患者が既に死亡されている場合は、死亡時の住所地の市
区町村に申請が必要です。

昭和４３年の事件当時、申請者と認定患者が以下のいずれかに該当する場合は、
家族関係を確認する書類
①夫婦関係
②親子関係で、子は高校3年相当以下の未婚
③兄弟姉妹で、皆高校3年相当以下の未婚

次の１，２の両方が必要です。
＜１．家族関係を示す書類＞

戸籍謄本、除籍謄本又は、改製原戸籍謄本
【市区町村で入手して下さい】

※申請者と認定患者が同一の戸籍にない場合は、親族関係を確認するため、複
数のものが必要な場合があります。

＜２．同居していたことを示す書類（①か②のいずれか）＞

① 事件当時の住所がわかる書類。
※事件当時の住所が記載された「戸籍の附票の写し」、事件以前から現在まで現住所に住んでいる場合「住民票の写し」など

② ①がない場合、A～Cの全て
A 申請者と認定患者の戸籍の附票の廃棄済証明書

【市区町村で入手して下さい】
B 当時の生活地域がわかる資料等（卒業証書、在職証明書等）
※Ｂがない場合は、Ｃを「三親等以内の親族以外の第三者２名による陳述書」とすることも可能。

C 当時同居していた状況がわかる申請者ご本人以外の２名による陳述書

上記以外の場合は、家族関係と同居を確認する書類

以下の書類で同居を確認します。詳しくは、お住まいの都道
府県にお問い合わせ下さい。
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カネミ油症に関する都道府県相談窓口

※【相談支援員設置】と記載のある都道府県については、地域にお住まいの方向けに相談支援員を設置しています。
ご相談を希望される方は、上記の相談窓口にお問い合わせ下さい。

※一部都道府県では、市で認定等を行っているところもありますが、まずは上記都道府県までお問い合わせください。

北 海 道 011-204-5261 保健福祉部健康安全局食品衛生課

青 森 県 017-734-9214 健康福祉部保健衛生課食品衛生グループ

岩 手 県 019-629-5323 環境生活部県民くらしの安全課

宮 城 県 022-211-2644 環境生活部食と暮らしの安全推進課

秋 田 県 018-860-1593 生活環境部生活衛生課

山 形 県 023-630-2276 環境エネルギー部危機管理・くらし安心局食品安全衛生課

福 島 県 024-521-7245 保健福祉部食品生活衛生課

茨 城 県 029-301-3424 保健福祉部生活衛生課食の安全対策室

栃 木 県 028-623-3109 保健福祉部生活衛生課食品安全推進班食品衛生チーム

群 馬 県 027-226-2443 健康福祉部食品安全局衛生食品課

埼 玉 県 048-830-3608 保健医療部食品安全課

千 葉 県 043-223-2638 健康福祉部衛生指導課企画調整班

東 京 都 03-5320-4405 福祉保健局健康安全部食品監視課

神奈川県 045-210-4940 保健福祉局生活衛生部生活衛生課

新 潟 県 025-280-5205 福祉保健部生活衛生課

富 山 県 076-444-3230 厚生部生活衛生課

石 川 県 076-225-1443 健康福祉部薬事衛生課

福 井 県 0776-20-0354 健康福祉部医薬食品・衛生課

山 梨 県 055-223-1489 福祉保健部衛生薬務課

長 野 県 026-235-7155 健康福祉部食品・生活衛生課食品衛生係

岐 阜 県 058-272-8280 健康福祉部生活衛生課

静 岡 県 054-221-2538 健康福祉部衛生課

愛 知 県 052-954-6297 健康福祉部保健医療局生活衛生課

三 重 県 059-224-2343 健康福祉部食品安全課

滋 賀 県 077-528-3643 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室

京 都 府 075-414-4773 健康福祉部生活衛生課

大 阪 府 06-6944-6705 健康医療部食の安全推進課

兵 庫 県 078-341-7711 健康福祉部健康局生活衛生課

奈 良 県 0742-27-8681 くらし創造部消費・生活安全課

和歌山県 073-441-2624 環境生活部県民局食品･生活衛生課

鳥 取 県 0857-26-7284 生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課

島 根 県 0852-22-5264 健康福祉部薬事衛生課食品衛生グループ

岡 山 県 086-226-7338 保健福祉部生活衛生課食の安全推進班

広 島 県 082-513-3106 健康福祉局食品生活衛生課【相談支援員設置】

山 口 県 083-933-2974 環境生活部生活衛生課食の安心・安全推進班

徳 島 県 088-621-2229 危機管理部県民くらし安全局安全衛生課

香 川 県 087-832-3180 健康福祉部生活衛生課

愛 媛 県 089-912-2395 保健福祉部健康衛生局薬務衛生課

高 知 県 088-823-9678 健康政策部健康対策課【相談支援員設置】

福 岡 県 092-643-3280 保健医療介護部生活衛生課【相談支援員設置】

佐 賀 県 0952-25-7077 健康福祉部生活衛生課

長 崎 県 095-895-2364 県民生活部生活衛生課食品乳肉衛生班【相談支援員設置】

熊 本 県 096-333-2247 健康福祉部健康危機管理課

大 分 県 097-506-3058 生活環境部食品安全・衛生課

宮 崎 県 0985-26-7076 福祉保健部衛生管理課

鹿児島県 099-286-2786 保健福祉部生活衛生課

沖 縄 県 098-866-2055 保健医療部生活衛生課

平成29年4月現在
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現在の心身の症状に関する様式 

―――――――――――――――――――――――――― 
 ・氏名                                       

 ・住所                                       

 ・生年月日 明治・大正・昭和  年  月  日 

 

・現在の心身の症状 

※医師の意見を依頼する前に、申請者ご本人が記入してください。 

※１～７について、該当するものに○をつけてください。 

  1 頭痛 2 神経痛・しびれ 3 全身倦怠感・ひどい疲れ 4 不眠   

5 呼吸器症状  （具体的に：                 ）     

6 眼の症状   （具体的に：                 ）  

    7 その他の症状 （具体的に：                 ）  

―――――――――――――――――――――――――― 
 

医師の意見 
上記の者は、 

  
イ．以下の疾患により、継続的な加療を要します。 

      
疾患名                   

 
ロ．継続的な健康管理を要します。   

                             ※イ又はロについて、該当するものに○をつけてください。 

 

平成  年  月  日 

             

      医療機関名 

      所 在 地 

医 師 氏 名           印 

―――――――――――――――――――――――――― 
※医師の方々へ 

 これは、カネミ油症の発生当時に油症患者と同居していた方々について、油症患者として認定するた

めの申請に必要な書類です。申請者の心身の症状から、継続的な加療を要するか、継続的な健康管理を

要するかを、ご記載いただくようお願いします。 

記入見本です。この意見書は患者様の様々な症状を記入していただくことを目的として

おります。油症に特有の症状をお聞きするための書類ではございません。患者様の症状

をご自由にご記載ください。 

 全国油症治療研究班長 古江増隆 （お問い合わせ：092-642-4206） 

あてはまるものすべて
について現在の状況を
ご記入ください。せき、
たん、花粉症、胃腸炎、
関節痛、腰痛など、ど
のような症状でも構い
ません。 

イまたはロのいずれかに〇をつけ
てください。患者様の症状に関し
て診断がある場合はイに○をつ
け、疾患名を記入してください。
特に診断がない場合はロに○をつ
けてください。 

申
請
者
ご
自
身
が
ご
記
入
く
だ
さ
い 

医
師
が
ご
記
入
く
だ
さ
い 
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①9月末時点
支払完了数

②12月末時点
支払完了数

③支払未了数 備考

北海道 3 3 3 0 0

青森県 0 0 0 0 0

岩手県 0 0 0 0 0

宮城県 0 0 0 0 0

秋田県 0 0 0 0 0

山形県 0 0 0 0 0

福島県 0 0 0 0 0

茨城県 4 4 4 0 0

栃木県 2 2 2 0 0

群馬県 0 0 0 0 0

埼玉県 11 11 11 0 0

千葉県 25 23 23 0 0

東京都 28 27 27 0 0
27名全員分を、9月29日に支出執行している。
実際の振込日は不明（金融機関によって異なることが想定される）

神奈川県 13 12 12 0 0

新潟県 1 1 1 0 0

富山県 0 0 0 0 0

石川県 1 1 1 0 0

福井県 0 0 0 0 0

山梨県 0 0 0 0 0

長野県 3 2 2 0 0

岐阜県 5 5 5 0 0

静岡県 7 7 7 0 0

愛知県 45 44 0 44 0

三重県 5 5 5 0 0

滋賀県 5 5 5 0 0

京都府 8 7 7 0 0

大阪府 75 74 74 0 0

兵庫県 17 17 17 0 0

奈良県 21 16 16 0 0

和歌山県 4 3 3 0 0

鳥取県 1 1 1 0 0

島根県 8 5 5 0 0

岡山県 8 8 8 0 0

広島県 116 111 111 0 0

山口県 34 30 30 0 0

徳島県 0 0 0 0 0

香川県 1 1 0 1 0

愛媛県 9 9 9 0 0

高知県 23 20 20 0 0

福岡県 572 463 463 0 0

佐賀県 20 18 18 0 0

長崎県 485 463 463 0 0

熊本県 6 6 6 0 0

大分県 11 10 10 0 0

宮崎県 1 1 1 0 0

鹿児島 7 7 7 0 0

沖縄県 3 3 3 0 0

合　　計 1,588 1,425 1,380 45 0

■　平成29年度カネミ油症健康実態調査　健康調査支援金の支払状況について

自治体名
健康実態調査
対象者数

健康実態調査
回答者数

健康調査支援金の
支払状況
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平成 29年度健康実態調査の結果について（概要） 

1.調査の目的 

平成24年9月に「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」が施行され、

「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」（厚生労働省・農林水産省告

示）に基づき、カネミ油症患者の生活習慣、病状、治療内容等について把握し、カネミ油症

に関する調査研究を更に推進することを目的とする。 

 

2.調査期間 

平成29年４月～８月末 

 

3.調査対象及び回答者 

各都道府県で把握している 1,588 人の認定患者（平成 29 年 3 月 31 日時点の調査対象見込者

数、前年度 1,605 人）のうち、死亡や所在不明の方、非協力の意向を示された方等を除いた

1,425人（前年度 1,437人）から回答を得た。 

 

4.調査項目 

平成 20 年度に厚生労働省が実施した油症患者に係る健康実態調査の調査項目を元に、全国油

症治療研究班（厚生労働科学研究費補助金による）で、カネミ油症患者の意見を聞きつつ決定

した生活習慣、健康状態や悩み、治療状況、これまでにかかったことのある病気・症状などの

項目を調査した。 

 

5.調査結果の活用 

調査結果については、アンケートに基づく調査の医学的・科学的解釈の限界に留意しつつ、全

国油症治療研究班（厚生労働科学研究費補助金による）において、平成 20 年の健康実態調査

及び過去の検診結果等と併せてより詳細な解析を行い、翌年度以降の健康実態調査項目などカ

ネミ油症に関する調査研究に活用される予定である。 

 

6.調査結果の概要 

(1)性別 

・男性 676人（前年 685人）、女性 749人（前年 752人） 

 

(2)年齢 

・平均年齢は63.7歳（前年度65.0歳） 

男性61.8歳（前年度64.0歳）、女性65.7歳（前年度66.0歳） 

・男性は、「55～59歳」の方が17.5%（前年度17.7%）と最も多く、次いで、「60～64歳」が

15.8%（前年度15.2%）、「50～54歳」が14.8%（前年度14.6%）等の順であった。 
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・女性は、「55～59歳」の方が 16.7%（前年度 16.5%）と最も多く、次いで、「60～64歳」が 14.4%

（前年度 14.9%）、「50～54歳」が 13.0%（前年度 14.1%）等の順であった。 

 

(3)生活習慣について 

・１日の歩行時間についてみると、「90分以上」と回答した方が30.8%（前年度30.3%）と最

も多く、次いで、「30分～60分未満」が25.5%（前年度26.5%）、「30分未満」が23.6%（前年

度24.1%）等の順であった。 

・運動(スポーツ)頻度についてみると、「ほとんどしていない」と回答した方が46.0%（前年

度46.4%）と最も多く、次いで、「週2～4回程度」が20.8%（前年度19.8%）、「ほぼ毎日」が

15.2%（前年度14.4%）、「週1回程度」が12.8%（前年度15.0%）等の順であった。 

・飲酒頻度についてみると、男性では「ほぼ毎日飲む」と回答した方が33.7%（前年度

33.0%）と最も多く、女性では「飲まない」と回答した方が70.9%（前年度70.1%）と最も多か

った。 

・喫煙状況についてみると、「吸わない」と回答した方が男性37.3%（前年度34.9%）、女性

85.0%（前年度85.0%）ともに最も多かった。 

・睡眠時間についてみると、「6時間以上7時間未満」と回答した方が34.6%（前年度31.3%）

と最も多く、次いで、「5時間以上6時間未満」が23.1%（前年度26.4%）、「7時間以上8時間

未満」が20.7%（前年度17.0%）等の順であった。 

・睡眠時間のとれている度合いについてみると、「まあまあとれている」と回答した方が

51.4%（前年度50.2%）と多く、次いで、「あまりとれていない」が29.7%（前年度30.8%）、

「充分とれている」が15.2%（前年度15.4%）等の順であった。 

・労働時間についてみると、「4時間未満」と回答した方が30.6%（前年度30.2%）と最も多

く、次いで「8時間以上9時間未満」が18.6%（前年度15.4%）、「9時間以上10時間未満」が

13.3%（前年度14.0%）等の順であった。 

・野菜摂取量についてみると、「70g以上140g未満」と回答した方が32.8%（前年度34.6%）と最

も多く、次いで、「140g以上210g未満」23.1%（前年度21.9%）、「70g未満」17.7%（前年度18.3%）

等の順であった。 

・常用しているサプリメント・健康食品・漢方薬の有無についてみると、17.3%（前年度 25.1%）

が「ある」と回答した。 

 

(4)健康・悩み・ストレスについて 

・日常生活での悩みやストレスについて、「ある」と回答した方は 71.9%（前年度 76.7%）であ

った。また、「ある」と回答した 1,025人（前年度 1,102人）を対象に、悩みやストレスの最

も気になる原因（1つ）を質問したところ、「自分の病気や介護」と回答した方が 316人(30.8%)

（前年度 314人（28.5%））と最も多かった。 

 

(5)介護や日常生活動作の状況について 

9



・病院や診療所への入院、介護施設への入所状況についてみると、6.4%（前年度5.6%）の方

が入院中若しくは入所中であった。 

・要介護認定の状況についてみると、40歳未満の回答者を除いた 1,425人（前年度 1,434人）、

男性 676 人（前年度 683 人）、女性 749人（前年度 751 人）のうち、11.3%の 161 人（前年度

170 人）、男性 51 人（前年度 50 人）、女性 110 人（前年度 120 人）の方が要介護認定を受け

ていた。 

・また、要介護認定を受けている方（161 人）に現在利用している介護サービス（当てはまる

ものすべて）を質問したところ、「通所介護（デイサービス）」が 39.8%（前年度 38.2%）と

最も多く、次いで「ホームヘルパーの訪問介護・訪問看護」が 21.7%（前年度 29.4%）、「特

別養護老人ホームへの入所」が 14.3%（前年度 7.1%）等の順となっている。 

 

(6)この 1年間の治療状況について 

・現在の受診頻度についてみると、「毎月1～3回程度」が47.2%（前年度45.9%）と最も多

く、次いで「数か月に1回程度」が25.6%（前年度26.9%）等の順であった。 

・医師の処方により継続して飲んでいる（塗っている）薬があると回答した方は、970人(68.1%)

（前年度 973人（67.7%））で、男性 435人（68.1%）（前年度 431人（62.9%））、女性 535人（71.4%）

（前年度 542人（72.1%））であった。 

 

(7)油症患者受療券の所持について 

・油症券の保有状況についてみると、油症券を持っていると回答した方は923人(64.8%)（前

年度890人（61.9%））で、男性424人（62.7%）（前年度410人（59.9%））、女性499人

（66.6%）（前年度480人（63.8%））であった。 

・579 人（62.7%）（前年度 926 人（64.4%））が、この１年間、油症券を使用せずに受診した経

験があり、うち 150人（10.5%）（前年度 182人（18.7%））が｢油症券の使用を希望する医療機関

がある｣と回答した。 

 

(8)油症検診について 

・油症検診の昨年度の受診状況についてみると、受診したと回答した方は、523人(36.7%)（前

年度 542人（37.7%））であった。また、受診していないと回答した 886人(62.2%)（前年度 884

人（61.5%））を対象に、受診しなかった理由を質問したところ、「仕事などで都合がつかなかっ

たから」と回答した方が 294人(33.2%)（前年度 316人（35.7%））と最も多かった。 

 

(9)相談体制について 

・油症相談員や都道府県の相談窓口への相談状況についてみると、相談したことがあると回答

した方は、184人(12.9%)（前年度 214人（14.9%））であった。また、相談したことがないと回

答した 1,215人(85.3%)（前年度 1,193人（83.0%））を対象に、今後利用したい、または利用す

ることが考えられる相談内容を質問したところ、「自分の病気や介護」と回答した方が 702 人
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(44.1%)（前年度 637人（53.4%））と最も多く、次いで「家族の病気や介護」が 298人（18.7%）

（前年度 284人（23.8%））、「収入・家計・借金等」が 131人（8.2%）（前年度 125人（10.5%））、

「家族又は家族以外との人間関係」が 64人（4.0%）（前年度 59人（4.9%））の順となっている。 

 

(10)罹患と治療状況について 

今回初めて回答する方（37人）を対象に、これまでかかったことがある病気等の状況を調査

したところ、 

・これまでかかった悪性腫瘍（がん）については、「腎盂がん」と「前立腺がん」がそれぞ

れ20％と最も多い。 

・これまでかかった脳・精神・神経の病気・症状については、医療機関で治療中の中で「頭

痛」11件（29.7%）が最も多く、次いで「もの忘れ」7件（18.9%）の順であった。 

・これまでかかった自律神経系の症状については、「医療機関で治療中」は「不安神経症」5

件（13.5%）が最も多かった。「症状はあるが治療していない」は「起立性低血圧」「過敏性

腸症候群」「多汗症」がそれぞれ4件（10.8%）と最も多かった。 

・これまでかかったのど・気管支・肺の病気・症状については、「たん」が11件（29.7%）と

最も多く、「医療機関で治療中」は5件（13.5%）、「症状はあるが治療していない」は6件

（16.2%）だった。 

過去に回答したことがある方（1,274人）を対象に、前回の回答以降にかかった病気等の状況を

調査したところ、この１年間に新たにかかった病気については、「その他（骨・関節）」が38

人（3.0%）で最も多く、続いて「高血圧」及び「その他（口内）」が共に27人（2.1%）と多か

った。また、これらの方々に現在の治療状況を確認したところ、「医療機関で治療中」と回答

のあった方が258人（44.6%）と最も多かった。 

 

(11)自由記載欄について 

本調査では、「これまでの症状や病気について、書ききれなかったことや、特に研究してもら

いたいこと、要望など」について自由記入欄を設けたところ、227人（前年度 265人）から回

答があった。 

※主な記載内容 

・自分、家族の健康に関する不安、生活上のストレス等について155件（前年度188件） 

・職業（仕事）に関する苦労について5件（前年度10件） 

・経済的な苦労について8件（前年度14件） 

・治療法の研究開発への要望、期待27件（前年度46件） 

・病院、医師、検診に関する要望13件（前年度23件） 

・行政機関に対する要望14件（前年度36件） 

・カネミ倉庫に対する要望7件（前年度17件） 

・その他 3件（前年度 3件） 
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医療費・交通費等のお支払いについて 

 

1 お支払基準について 

＜医療費について＞ 

・ 各種健康保険を利用した上、窓口でお支払いになる医療費、薬代をお支払いしま

す。（漢方薬・針灸についても保険適用分はお支払いします。） 

・ 高額療養費還付・老人保険等の医療制度は、各保険機関の制度に準じます。 

・ 入院される場合は限度額適用認定証を保険機関に申請してください。 

・ 後期高齢保険の方は保険機関での限度額をおしらせください。 

 

＜通院交通費について＞ 

・ 公共の交通機関の利用を原則としてお支払いします。 

・ 車での通院の場合は燃料代をお支払致します。 

・ 最寄りの病院での治療を原則としています。 

 

＜その他＞ 

・ 保険適用外の治療については、原則としてお支払致しかねます。 

・ 明確に油症とは関係ないと判定できる症状以外はお支払致します。 

・ 特殊事情については、別途協議させて頂きます。 

 

2 請求方法について 

＜個人で立替払いをした場合の請求の方法＞ 

・ 請求書様式に必要事項を記入の上、領収書とともに送付してください。 

・ 毎月 10 日までに到着した請求分を月末にお支払します。 

・ 原則として月単位の請求をお願いしています。 

・ 毎月２７日頃に支払通知書を送付しますので月末に口座をご確認下さい。 

 

＜受療券を使用して治療を受ける場合＞ 

・ 各種健康保険証と受療券を病院窓口に提示して受診して下さい。 

・ 窓口負担金を当社が病院へ直接お支払します。 

・ 病院への事情説明が必要な場合は、当社へご連絡下さい。 

・ 入院の場合は限度額適用認定証を保険機関に申請してください。 

・ 入院の際の食事負担金及び保険外分についてはお支払いたしておりません。 

 

＊ ご不明な点については必ず事前にご連絡をお願いします。 

カネミ倉庫株式会社 

油症係 

TEL093-561-5336 

FAX093-561-5330 
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～医療機関の皆さまへ～

全国油症治療研究班・追跡調査班
油症ダイオキシン研究診療センター

カネミ油症の手引き
― 症状と治療について ―

厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業）

食品を介したダイオキシン類等の人体への影響の把握と
その治療法の開発等に関する研究（油症研究）

このパンフレットは、油症の患者さんを診療され

る医療機関の皆さまに、カネミ油症の経緯や、ダ

イオキシンの毒性、患者さんの症状についてご

理解いただき、生活指導や治療の参考にしてい

ただくためにご活用ください。
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カネミ油症の手引き
― 症状と治療について ―

厚生労働科学研究油症研究班

は じ め に

1968年に高濃度のポリ塩化ビフェニル（PCB）類やダイオキシン類が混入した食用油（カネミ

油）による食中毒事件が発生しました。被害者はPCB類・ダイオキシン類による複合中毒症状を

呈し、食用油の摂取により発症したことから「油症」とよばれました(1,2)。

これまで、油症研究班では、油症の診断や治療法の研究、患者さんの追跡調査などを行ってき

ました。このパンフレットは、油症の患者さんを診療される医療機関の皆さまに、カネミ油症の

経緯や、ダイオキシンの毒性、患者さんの症状についてご理解いただき、生活指導や治療の参考

にしていただくために作成されました。

ダイオキシン類・PCB類の毒性

ダイオキシン類は塩素を含む物質の不完全燃焼や、薬品類合成の副生成物です。世界保健機関

（WHO）は、次の３種類をダイオキシン類としています。

�ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン（polychlorinated dibenzo-p-dioxins, PCDDs）

�ポリ塩化ジベンゾフラン（polychlorinated dibenzofurans, PCDFs）

�ダイオキシン様ポリ塩化ビフェニル（dioxin-like polychlorinated biphenyls, DL-PCBs）：PCB

のうちダイオキシン類特有の毒性を見せるもの

ポリ塩化ビフェニル（PCB）類やダイオキシン類には400種類以上の異性体が含まれます。そ

れぞれの異性体の毒性は似ていますが、その強さは化学式・異性体によって異なります。

油症の原因となった食用油にも、PCB、PCDFの中の複数の化合物やポリ塩化クアターフェニー

ル（PCQ）が混入していたことが油症研究班によって明らかにされましたが、油症が発生した

当時は、その毒性の性質や強さについてはほとんど分かっていない状況でした。その後、非常に

毒性の強い2,3,4,7,8-PeCDFが患者さんのダイオキシン毒性の約75.5％を占め、他に 1,2,3,4,

7,8-HxCDFが約11.6％、2,3,3′,4,4ʼ,5-HxCB（PCB156）が約1.5％、1,2,3,6,7,8-HxCDFが

約1.2％を占めていることが分かりました。

2
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最近、ダイオキシン類やPCB類が毒性を発揮するためには、「ダイオキシン受容体 Aryl

hydrocarbon receptor(AhR）」が必要であることが分かってきました(1,2,3)。ダイオキシン類が

AhRに結合すると、細胞の中で強い酸化反応が起こり、活性酸素が過剰に産生され、酸化スト

レスによって細胞内のいろいろな蛋白質やDNAが傷ついてしまいます（図１）。AhRはどの臓器

にも発現していますが、とりわけ肺、肝臓、腎臓、胸腺などで高い発現が認められます(4,5,6)。

さまざまな動物実験で、ダイオキシン類暴

露によって、肝癌、肺癌などの発症を助長す

ることが報告されています(7,8)。一方、ダイ

オキシンはマウスの乳癌の転移を抑制すると

いう報告もあります(9)。ダイオキシンによ

る発がんには、種差、性差、臓器差があるよ

うです。

これまで、油症患者では、死亡率の増加は

見られていませんが、何らかの癌による死亡

率が一般人よりも1.37倍高く、とりわけ男性

の肝癌（1.82倍）や肺癌（1.75倍）による死亡率が一般人よりも高率でした(10)。また、油症発

生後の10年間に流産、早産、胎児死亡が増加したり、母体ダイオキシン類濃度が高いと児の出生

体重が減少していました(11-16)。

油症患者の血中ダイオキシン類濃度

体内に取り込まれたダイオキシン類は徐々に排泄されます。しかし40年以上経過した現在でも

患者血液中のPeCDF濃度は健常者に比べて有意に高値であり、その平均値は健常者平均値の約

10倍もあります（表１）。血中PeCDF濃度の半減期も40年以上に伸びている患者さんが増えてき

ています。いまだに異常高値の患者さんでは、PeCDFは一生涯体内に残留し続けると考えられ

ます。ダイオキシン類が長期にわたって人間の健康にどのような影響を及ぼすかを把握するため

に、油症研究班では、各自治体と連携して、患者さんの検診を行っています(1-6)。

3

図１．ダイオキシンは細胞を酸化する

2章

表１．油症認定者の血中2,3,4,7,8-PeCDF濃度（pg/g lipids)

油症認定者 健常人

2012年度
(n=132)

2013年度
(n=212)

2014年度
(n=246)

n=52

最 大 値 1177.0 1112.6 1261.5 41.7

平 均 値 117.5 82.6 99.2 15.2

標準偏差 198.5 141.5 147.1 8.9
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油症の症状と経過

油症の急性期には、全身倦怠感、食欲不振、体重減少、頭重感といった全身症状や、著明なマ

イボーム腺の分泌亢進（図２）、眼瞼の浮腫、結膜の充血、視力の低下といった眼症状が起こり、

引き続いて塩
えん

素
そ

痤
ざ

瘡
そう

（塩素ニキビ）とよばれるダイオキシン類中毒に特徴的な皮膚症状：痤瘡様

の丘疹、黒
こく

色
しょく

面
めん

皰
ぽう

、嚢
のう

腫
しゅ

、色素沈着（図３、図４、図５）を始め注１、多汗症、喀
かく

痰
たん
注２、咳

がい

嗽
そう

（せ

き）、関節痛、頭痛、腹痛、四肢のしびれ、知覚鈍麻、月経異常などの症状がみられました。

�注１ 酸化ストレスによって皮膚の毛嚢脂腺が異常に角化し破壊され、塩素ニキビが発生する

と考えられます。また、ダイオキシン類による酸化ストレスは色素細胞によるメラニン色

素産生を亢進させることがわかっています(1)。

�注２ 気道の上皮細胞にダイオキシン類が作用すると、粘液の分泌が過剰になります。このた

め痰が激しくなると考えられます(2)。

油症発症早期（1968年10月）には、80％以上の症例に眼症状や塩素痤瘡が認められました（表

２）。体内に吸収されたダイオキシン類は、徐々に排泄されるため、症状はゆるやかに回復に向

かっています。塩素痤瘡はこの40年間で徐々に軽快し、最近の検診では何らかの皮膚症状が認め

られる患者さんは約30％でした。一方、全身倦怠感、頭痛、手足のしびれ、喀痰、咳嗽、腹痛と

いった自覚症状は、いまだに50％の患者さんに認められることから、油症では、全身に何らかの

症状が出る可能性があります（表３）。一方、血中PeCDF濃度は、塩素痤瘡、全身倦怠感、頭痛、

喀痰、咳嗽、腹痛、関節痛の症状の強さと正に相関することが明らかになっています(3,4)。

4

3章

図２．マイボーム腺分泌過多

図３．塩素ニキビ・黒色面皰

図４．塩素ニキビ・嚢腫 図５．色素沈着
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油症研究班で、平成20年度に厚生労働省によって実施された油症患者実態調査（生存している

油症患者1,420名のうち1,131名が参加したアンケート調査）と、一般成人対象群1,212名（性別・

年齢補正）における同様のアンケート調査結果を比較検討しました。

アンケート調査に基づく調査ではありますが、これまでの油症研究によって血中ダイオキシン

類濃度との関連が示唆されていた症状のうち、神経痛、頭痛、認知症、多汗症、不眠、鼻血が止

まりにくい、心肥大、動
どう

悸
き

、動脈硬化、糖尿病、十二指腸潰瘍、高脂血症、骨粗鬆症、紫斑、手

足のしびれ、などが一般成人よりも1.5倍以上あるいは３倍以上の頻度で油症患者に認められま

した。

アンケート調査に基づく調査の限界や、一般的な非特異症状であることに留意が必要ですが、

今後の油症患者の健康管理や研究に活用できる可能性があります。

5

表２．油症発症早期にみられた臨床症状の割合（％） 表３．油症の臨床症状の推移（％）

症 状 男性89名 女性100名

目 や に

痤 瘡 様 皮 疹

爪 の 黒 変

皮 膚 色 の 変 化

上 眼 瞼 の 浮 腫

目 粘 膜 の 充 血

毛穴に一致した黒点

脱 力 感

一 過 性 視 力 減 退

粘 膜 の 色 素 沈 着

手 掌 の 発 汗 過 多

か ゆ み

手 足 の し び れ

頭 痛

掌 足 の 硬 化

嘔 吐

四 肢 の 紅 斑

手 足 の 腫 脹

下 痢

難 聴

発 熱

黄 疸

手 足 の 痙 攣

88.8

87.6

83.1

75.3

71.9

70.8

64.0

58.4

56.2

56.2

50.6

42.7

32.6

30.3

24.7

23.6

20.2

20.2

19.1

18.0

16.9

11.2

7.9

83.0

82.0

75.0

72.0

74.0

71.0

56.0

52.0

55.0

47.0

55.0

52.0

39.0

39.0

29.0

28.0

16.0

41.0

17.0

19.0

19.0

11.0

8.0

症 状 1988年 2001-2003年

全 身 倦 怠 感

頭 痛

咳 嗽

喀 痰

腹 痛

下 痢

手 足 の し び れ

月 経 異 常

黒 色 面 疱（顔 面）

痤 瘡 様 皮 疹（顔 面）

色 素 沈 着（顔 面）

爪 変 形

眼 脂 過 多

結 膜 の 色 素 沈 着

マ イ ボ ー ム 腺 嚢 胞

76.1

67.3

51.0

52.0

43.2

42.0

61.9

19.3

19.5

4.7

2.7

10.3

15.3

4.4

12.0

62.1

52.9

39.2

42.6

27.5

31.5

53.6

17.5

6.7

5.3

2.5

7.3

16.0

1.4

1.7
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油症の認定

油症研究班は、時間の経過に伴う症状と所見の変化ならびに分析技術の進歩等に伴い、油症診

断基準の見直しを行っています。各自治体は、検診の結果、油症診断基準を満たすと判断される

方の認定を行っていますが、平成24年12月に、診断基準が改定され、油症発生当時に、油症患者

と同居し、カネミ倉庫製の、PCB等が混入していた当時の米ぬか油を摂取した方で、現在、心身

の症状を有し、治療その他の健康管理を継続的に要する場合には、検診を受けなくても、書類等

により、認定を受けられることになりました（現在の診断基準（表４））。2013年12月31日現在の

認定患者数は累計2,246名（うち同居家族認定264名）です。

認定された患者さんには、油症研究班が、ダイオキシン類が人体に及ぼす影響を把握し、治療

法を開発することを目的に、各自治体と連携して、検診を実施しています。油症検診でのチェッ

ク項目は、http://www.kyudai-derm.org/yusho/4.html をご確認ください。また、原因企業のカ

ネミ倉庫株式会社が、見舞金や医療費等の支払いを行っています（一部の医療機関では、カネミ

倉庫株式会社の発行する油症患者受療券を提示すれば、窓口での自己負担が無くなります。）

表４．油症診断基準

油症診断基準（2012年12月３日追補）

油症治療研究班

油症の診断基準については、時間の経過に伴う症状と所見の変化ならびに分析技術の進歩に伴っ

て、1972年10月26日、1976年６月14日、1981年６月16日、2004年９月29日に追補・改訂等が行われ

てきた。

今般、「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」が制定され、同法に基づく「カ

ネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」に基づき、国から、事件当時の同居家族

で健康被害を受けた者が、家族内で認定結果が分かれることのないよう、診断基準を拡大する方向

で見直すよう要請されたことから、追補することとした。

発病条件

PCBなどの混入したカネミ米ぬか油を摂取していること。

油症母親を介して児にPCBなどが移行する場合もある。

多くの場合家族発生がみられる。

重要な所見

１．ざ瘡様皮疹

顔面、臀部、そのほか間擦部などにみられる黒色面皰、面皰に炎症所見の加わったもの、

および粥状内容物をもつ皮下嚢胞とそれらの化膿傾向。

２．色素沈着

顔面、眼瞼結膜、歯肉、指趾爪などの色素沈着（いわゆるブラックベイビーを含む）

３．マイボーム腺分泌過多

４．血液PCBの性状および濃度の異常

５．血液PCQの濃度の異常（参照１）

6
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６．血液2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuran（PeCDF）の濃度の異常（参照２）

参考となる症状と所見

１．自覚症状

１）全身倦怠感 ４）眼脂過多 ７）月経の変化

２）頭重ないし頭痛 ５）せき、たん

３）四肢のパレステジア（異常感覚） ６）不定の腹痛

２．他覚的所見

１）気管支炎所見 ６）血清ビリルビンの減少

２）爪の変形 ７）新生児のSFD（Small-For-Dates Baby）

３）粘液嚢炎 ８）小児では、成長抑制および歯牙異常

４）血清中性脂肪の増加 （永久歯の萌出遅延）

５）血清γ-GTPの増加

参照１ 血中PCQの濃度は以下のとおりとする。

⑴ 0.1ppb以上 ：高い濃度

⑵ 0.03〜0.09ppb ：⑴と⑶の境界領域濃度

⑶ 0.02ppb（検出限界）以下 ：通常みられる濃度

参照２ 血中2,3,4,7,8-PeCDFの濃度は以下のとおりとする。

⑴ 50pg/g lipids以上 ：高い濃度

⑵ 30pg/g lipids以上、50pg/g lipids未満 ：やや高い濃度

⑶ 30pg/g lipids未満 ：通常みられる濃度

また、年齢・性別についても勘案して考慮する。

註１．以上の発病条件と症状、所見を参考にし、受診者の年齢および時間的経過を考慮のうえ総合

的に診断する。

２．この診断基準は油症であるか否かについての判断の基準を示したものであって必ずしも油症

の重症度とは関係ない。

３．血液PCBの性状と濃度の異常および血液2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuran（PeCDF）の

濃度の異常については、地域差、職業などを考慮する必要がある。

４．測定は油症研究班が適切と認めた精度管理が行われている検査機関にて行う。

追補：油症患者（同居家族）に関する条件

油症発生当時に、油症患者（本追補により油症患者とみなされた者を除く。）と同居し、カネミ

倉庫製の、PCB等が混入していた当時の米ぬか油を摂取した者で、現在、心身の症状を有し、治療

その他の健康管理を継続的に要する場合には、油症患者とみなす。

7
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油症の治療

油症の治療には、摂取したPCB類やダイオキシン類を全て排出する、あるいは無害な代謝物に

変換することが必要と考えられますが、根治的な治療法は確立していません。

そのため、治療は各症状に対する対症療法が中心になり、かかりつけ医と、皮膚科、眼科、整

形外科、呼吸器科、神経内科、婦人科、歯科、内科などが連携して対応する必要があります。

�しびれ感や感覚低下などの末梢神経症状には、ビタミン複合剤やビタミンB12の内服、頭痛や

痛みには鎮痛剤や頭痛薬の内服、湿布療法などで対処します。

�油症研究班の臨床研究により、麦
ばく

門
もん

冬
どう

湯
とう

が咳・痰といった呼吸器症状を改善することが明らか

になりました(1)。そのため、咳・痰などの呼吸器症状で気道感染がない場合には、鎮咳去痰

剤や麦門冬湯の内服を行います。気道感染の合併が疑われる場合には、細菌培養・血液検査な

どを行った後、適切な抗菌薬を追加投与します。

�皮膚症状では、炎症を伴う痤瘡様皮疹・嚢腫には抗菌薬の内服を行うほか、嚢腫、限局した膿

皮症、痤瘡瘢痕などには切開や切除など外科的治療が適応となることがあります。色素沈着に

対してはビタミンＣやグルタチオン剤の内服を行います。皮膚の乾燥やかゆみに対しては、抗

ヒスタミン剤の内服に加え、保湿薬の外用、ステロイド軟膏の外用を行います。足底のたこ・

うおのめに対しては、スピール膏の貼付やたこ削り術を行います。

日常生活の留意点

�ダイオキシンがAhRに結合すると、特異的な薬物代謝酵素（CYP1A1）が誘導され、酸化スト

レスが細胞の中で発生します。これまでの研究により、多くの油症患者さんの体内には今でも

ダイオキシン類が存在し、活性酸素が産生されていることがわかりました(1-4)。

�一般に活性酸素は老化やガン・動脈硬化、その他多くの疾病の発生に関係している有害物質で

すが、フラボノイドなどのポリフェノールやビタミンなどの抗酸化物質（ダイオキシン類の毒

性を抑制する物質）を多く含む野菜や果物などを食べることにより、活性酸素が中和されるこ

とがわかっています(5,6)。

�表５のように野菜や果物などには、ポリフェノールのように、この酸化ストレスを抑制してく

れる成分を含んでいるものがたくさんあります。野菜をふんだんに取り入れた食事が油症の酸

化ストレス防止にも有効だと考えられます。

�野菜や果物を沢山食べることはガン予防にも有効とされています(7,8)。厚生労働省では、健康

増進のため成人１日あたり野菜摂取量について平均350ｇ以上を目標とする、と定めています。

�野菜は生よりも加熱したほうがよいことが報告されています。生の植物細胞は人の消化液では

壊れにくいのですが、加熱すると壊れて有効成分が煮汁に出てくるので、有効成分の利用効率

が高くなるからです(9)。ポリフェノールは比較的熱に強いですが水溶性なので、煮汁ごと摂

8
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取できるような調理法を工夫すると良いでしょう。赤ワイン、ビールにもポリフェノールが多

く含まれていますが、過度の飲酒は禁物です。

�どれか一つの食品ばかりを摂取するのではなく、バランスのとれた食生活が重要です。また、

心身の疲労をためこまない、十分な睡眠をとるなど、体調に合わせた日々の健康管理が重要で

す。

■ 油症に関する情報について詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

http://www.kyudai-derm.org/part/yusho/index.html

9

表５．ダイオキシン類の毒性を抑制する可能性がある食物とその成分

野菜

ト マ ト

セ ロ リ

ピ ー マ ン

シュンギク

レ タ ス

ニ ン ジ ン

タ マ ネ ギ

ブロッコリー

カ ボ チ ャ

ニ ラ

ダ イ コ ン

ホウレンソウ

ハ ク サ イ

ナリンゲニン､ケルセチン､ケンフェロール

アピゲニン､ルテオリン

アピゲニン､ルテオリン

ルテオリン､ケンフェロール

ルテオリン､ケルセチン､ケンフェロール

ルテオリン

ケルセチン､ケンフェロール

ケルセチン､ケンフェロール

ケルセチン

ケンフェロール

ケンフェロール

ケンフェロール

ケンフェロール

豆・雑穀

大 豆

ピーナッツ

ソ バ

ダイゼイン､ゲニステイン

ルテオリン､レスベラトロール

ケルセチン

果物

レ モ ン

ミ カ ン

リ ン ゴ

イ チ ゴ

ブ ド ウ

ヘスペレチン

ヘスペレチン

ルテオリン､ケルセチン

ケルセチン

ケルセチン､ミリセチン

香辛料・ハーブ

パ セ リ

パ プ リ カ

シ ソ

ミ ン ト

ローズマリー

シ ョ ウ ガ

ウ コ ン

コ シ ョ ウ

トウガラシ

タチアワユキ
センダングサ

アピゲニン､ルテオリン

ヘスペレチン

ルテオリン

ルテオリン

ルテオリン

クルクミン

クルクミン

ピペリン

ケルセチン

成分不明（学名：ビデンス・ピローサ）

嗜好品など

茶

赤 ワ イ ン

ビ ー ル

ケルセチン、クロロフィル

レスベラトロール

ケルセチン､ケンフェロール
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カネミ油症に関する医療費について

カネミ油症の認定を受けた患者さんの医療費については、各種健康保険の利用をしたうえ、本

人負担部分がある場合、カネミ倉庫（株）が支払うことになっています。

具体的には、患者さんが領収書を添えてカネミ倉庫に医療費を請求することで、後日、償還払

いを受けることができるようになっています。

さらに、患者さんが医療機関窓口で支払いを要することなく医療を受けることができるよう、

カネミ倉庫（株）が以下のような「油症患者受療券（以下、「受療券」という）」を、患者さんに

発行しています。受療券を医療機関窓口に提示いただければ、医療機関がカネミ倉庫株式会社に

対して直接、カネミ油症患者の本人負担分を請求する仕組みです。

※受療券が利用できるのは、カネミ倉庫（株）と予め合意をした医療機関となります。

厚生労働省HP 油症患者受療券を使うことのできる医療機関一覧（カネミ倉庫（株）作成）

URL：http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139996.html#jyuryoken

医療費のお支払いに関してご不明の点等がありましたら、カネミ倉庫（株）（連絡先：093-561-5336）

までお問い合わせください。

12
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＜油症患者受療券の見本＞
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メ モ 蘭（ご自由にお使いください。）
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油症相談窓口

九州大学病院油症ダイオキシン研究診療センター

〒812-8582 福岡市東区馬出3-1-1

九州大学病院ウエストウイング５階

TEL：092-642-5211, 5212, 5213

FAX：092-642-5201

油症に関する情報ウェブサイト

全国油症治療研究班
http://www.kyudai-derm.org/part/yusho/index.html

油症ダイオキシン研究診療センター
http://www.yusho.hosp.kyushu-u.ac.jp/

厚 生 労 働 省
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kenkoukiki/kanemi/

2017年12月第３版

〈本パンフレットは、厚生労働科学研究費補助金により作成されました〉
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平成３０年度 生活衛生・食品安全関係予算案の概要 
平 成 ２ ９ 年 １ ２ 月 

厚生労働省医薬・生活衛生局（生活衛生・食品安全部門） 

 

※他省庁、他局計上分を含む 

 
１．食の安全・安心の確保など    

１３６億円（１２７億円） 
 

（１）残留農薬・食品添加物等の規格基準策定の推進                           

１，３１０百万円（１，２５９百万円） 

 
残留農薬の基準設定について、国際的に用いられる急性毒性の指標（急性参照用量

（ARfD）（※））を考慮した残留基準の見直しを計画的に進める。 

また、残留基準の適否を確認する分析法の開発を推進するとともに、残留農薬等の

基準等の設定をより迅速に行えるよう、技術専門職員を増員するなど審査体制を強化

する。 

 

※急性参照用量（ARｆD）：ヒトがある物質を 24 時間または、それより短時間の間の経口摂取

を行っても、健康に悪影響が生じないとされる体重１kg 当たりの 

摂取量 

 

（２）HACCP の制度化などによる的確な監視・指導対策の推進【一部新規】 

３０９百万円（２６２百万円） 

 
食品等事業者の衛生管理水準の更なる向上を図るとともに、「未来投資戦略 2017」

に掲げる食品の輸出促進につなげるため、国内の HACCP（※１）の制度化を推進す

る。さらに、食品等事業者による営業許可等の申請手続の効率化、食品リコール情報

の一元管理等の観点から、電子申請等の共通基盤システム整備（※２）を進める。も

って飲食に起因する事故の発生を防止し、あわせて食品等事業者の行政手続コスト及

び地方自治体の業務の軽減を図る。 

 

（※１）HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point） 

食品の製造・加工工程で発生するおそれのある微生物汚染等の危害をあらかじめ分析し、

特に重要な対策のポイントを重要管理点として定めた上で、これを連続的に監視することに

より製品の安全を確保する衛生管理の手法 

 

（※２）システム開発経費は平成 30･31 年度の国庫債務負担行為（3.4 億円）として計上 
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（３）検疫所における水際対策等の推進  

１０，８４８百万円（１０，０８６百万円） 

 

① 観光立国推進に対応した検疫体制の計画的整備【一部新規】 

１０，８４８百万円の内数（１０，０８６百万円の内数） 

 

「観光立国推進計画」及び「明日の日本を支える観光ビジョン」（訪日外国人旅行者

を 2020 年に 4,000 万人、2030 年に 6,000 万人とするなどの目標）を踏まえ、

国際的に脅威となる感染症の水際対策に必要な検疫機能の強化を図るため、人員の確

保や患者搬送車両等の体制整備を行う。 

 

② 輸入食品の適切な監視指導を徹底するための体制強化 

１０，８４８百万円の内数（１０，０８６百万円の内数） 

 

経済連携協定の進展等に伴い、今後も海外からの輸入食品の増加が見込まれること

を踏まえ、食の安全・安心を守るため、輸入食品の適切な監視指導を徹底するための

体制強化を図り、輸入食品監視指導計画に基づく検疫所における監視指導を強化する。 

 

（４）食品安全に関するリスクコミュニケーションの実施等  

１，１７２百万円（１，１２２百万円） 

 

① 食品に関する情報提供や意見交換（リスクコミュニケーション）の推進 

９百万円（９百万円） 

 

食品安全に対する消費者の意識の高まりなどに対応するため、食品安全基本法や食

品衛生法に基づき、消費者等への積極的な情報提供や双方向の意見交換を行う。 

 

② 食品の安全の確保に資する研究の推進 

７３６百万円（６８６百万円） 

 

食中毒の予防や食品中の化学物質等の基準設定、検査法等の課題について、科学的

根拠に基づく調査研究を進める。 

 

③ カネミ油症患者に対する健康実態調査等の実施   ４２７百万円（４２７百万円） 

 

カネミ油症患者に対する総合的な支援施策の一環として、ダイオキシン類を直接経

口摂取したことによる健康被害という特殊性を踏まえ、患者の健康実態調査を実施し、

健康調査支援金の支給等を行う。 
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２．強靱・安全・持続可能な水道の構築【一部新規】 
３７９億円（３５９億円） 

※他省庁計上分を含む 

 

水道施設の耐震化・広域化、安全で良質な給水を確保するための施設整備など緊急

性の高い事業について引き続き支援を行うとともに、コンセッションの推進や先端技

術を活用した効率的で付加価値の高い水道サービス実現のための支援など、将来にわ

たり持続可能で強靱かつ安全な水道の構築を図る。 

 

 

３．生活衛生関係営業の活性化や振興など【一部新規】 
４６億円（４１億円） 

 

生活衛生関係営業における生産性向上を推進するため、業務改善に取り組みやすく

するためのガイドライン・マニュアルの普及や活用の推進を図るとともに、最低賃金

の引上げの影響が大きい生活衛生関係営業者に対する収益力向上等に関するセミナー

等の実施や、業の振興や発展を図るための組織基盤の強化を通じた衛生水準の確保・

向上、相談支援体制の強化等を行う。 

 

 

４．復興関連施策（復興庁計上）  
 

・食品中の放射性物質対策の推進       ９７百万円（９７百万円） 

 

食品中の放射性物質の安全対策を推進するため、食品中の放射性物質の摂取量等の

調査や流通段階での買上調査を実施するなどの取組を行う。 

 

 

・水道施設の災害復旧に対する支援       ６４億円（１０８億円） 

 

東日本大震災で被災した水道施設のうち、各自治体の復興計画で、平成３０年度に

復旧が予定されている施設の復旧に必要な経費について、財政支援を行う。 

 

 

・被災した生活衛生関係営業者への支援    ４．３億円（３．６億円） 

 

株式会社日本政策金融公庫が東日本大震災復興特別貸付等の融資を行うために必要

な財政支援を行う。 
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食安企発 0628第 1号 
社援保発 0628第 1号 
平成 25年 6月 28日 

 
  都道府県 

各 指定都市             殿 

  中 核 市 

 

 

厚 生 労 働 省 医 薬 食 品 局  

食品安全部企画情報課長 

（公  印  省  略）  

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局  

保 護 課 長 

（公  印  省  略）  

 

カネミ油症患者に対する健康調査支援金等の生活保護制度上の取扱いについて 

 

 平成 24 年 9 月に施行された「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に

関する法律」及び同法に基づき平成 24 年 11 月に告示された「カネミ油症患者

に関する施策の推進に関する基本的な指針」に基づき、本年度より、カネミ油

症患者（カネミ油症事件において健康被害を受けた者として、同法第 2 条第 3

項に規定するものをいう。）に対して、健康調査支援金（年額 19 万円）が支給

されることとなりました。これは、患者に対する健康実態調査を円滑に実施し、

カネミ油症患者の生活の質の維持向上を図ること、ひいてはカネミ油症患者の

健康被害の回復に資することを目的としており、カネミ油症健康実態調査に協

力した場合に支給されるものです。 

 

また、同法及び同指針を踏まえ、国による支援の下で、過去の訴訟上の和解

等に基づく一時金の残余等（年額 5 万円程度）が原因事業者であるカネミ倉庫

株式会社よりカネミ油症患者に支払われることとなりました。 

 

 健康調査支援金及び一時金の残余等（以下「健康調査支援金等」という。）に

ついては、「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和 36 年 4 月 1 日厚

生事務次官通知）第８の３の（３）のオ「災害等によって損害を受けたことに

より臨時的に受ける補償金、保険金又は見舞金」に該当するものです。 

 

このため、保護の実施機関の事前承認があるものであって「当該被保護世帯

の自立更生のためにあてられる額」は、生活保護法による収入認定から除外さ

衛生主管部（局）長 

民生主管部（局）長 
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れることとなります。「自立更生のためにあてられる額」としては、カネミ油症

患者は、日々の生活において一般的な程度以上に健康状態の維持管理に配慮を

要していることから、例えば、 

① 鍼灸やマッサージの通院など保健医療関連の支出（医療扶助で支給する 

必要があるものを除く） 

② 健康上の理由から身体的な負担を極力軽減するための家庭用耐久消費財、 

寝具類、家事雑貨の支出 

③ 健康上の理由から身体的な負担を極力軽減するために、通常よりも支出を

要すると考えられる交通費、通信費、家事サービスの支出 

などが該当するものと考えられますが、個別の認定に当たっては、厚生労働省

社会・援護局保護課に情報提供をお願いします。 

 

 生活保護における収入認定にあたっては、健康調査支援金等について上記を

踏まえた取扱いとなるよう、貴管内市区町村及び関係機関あて周知をお願いし

ます。 
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食安企発１２１２第１号 

平成２４年１２月１２日 

 

（社）日本医師会 

      常任理事 石川広己 殿 

  

                   

                    厚生労働省医薬食品局 

食品安全部企画情報課長 

 

 

診断基準の拡大による新たな患者認定の際の意見書作成及び 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

 

 食品安全行政の推進につきましては、平素より多大なご支援ご協力を賜り厚

く御礼申し上げます。 

 カネミ油症事件は、昭和４３年１０月に西日本を中心に発生した米ぬか油に

よる食中毒事件です。 

カネミ油症患者に対する支援については、先の通常国会で成立した「カネミ

油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」や同法に基づき策定され

た「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」（以下「基本

指針」という。）に基づき、原因事業者であるカネミ倉庫（株）による医療費

の支払い等の支援、カネミ油症患者の健康状態の把握、油症診断基準の見直し

や医療提供体制の確保を図ることとなっております。 

つきましては、貴職におかれましても、こうした対策の実施についてご理解

いただくとともに、下記について、地域医師会及び貴会会員のご協力を賜りま

すよう、特段のご配慮をお願いいたします。 

また、カネミ油症に関する正しい知識についての普及啓発等を行うため、厚

生労働省ホームページ内にカネミ油症に関するサイト（※）を設置しております

ので、あわせて、地域医師会及び貴会会員へ情報提供をお願いいたします。 

今後とも、カネミ油症患者の支援について、御協力をお願い申し上げます。 

 

※http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kenkoukiki/kanemi/ 
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記 

 

１．  カネミ油症患者の認定は、油症治療研究班（研究代表者：古江増隆九

州大学教授）が策定した油症診断基準に基づいて行われてきましたが、

今般の法律制定時に、立法府より、診断基準について、事件当時の同居

家族で健康被害を受けた者が、家族内で認定結果が分かれることのない

よう見直すよう求められたところです。これを受け、油症治療研究班に

おいて、本年１２月３日付で、事件当時の同居家族であり、現在も症状

を有し、継続的な治療その他健康管理を要する場合は、油症患者とみな

すとの改定（参考１）が行われ、認定する際には、医師の意見書を要す

ることとなりました。今後は、同居家族としての認定を求める者（以下

「申請者」という。）は、主治医等に意見書（参考２）の記載を依頼し、

これを都道府県知事等に提出することとなります。 

つきましては、申請者より、意見書への記載について、貴会会員医療

機関に対し、依頼があった場合には、ご協力いただくようお願いいたし

ます。 

なお、当該意見書は、主治医等にカネミ油症であるか否かのご判断を

お願いするものではなく、申請者の現在の症状や疾患について、継続的

な治療やその他の健康管理を要するかどうかを記載していただくもので

す。 

 

２．  基本指針において、カネミ倉庫（株）が発行している油症患者受療券

が利用できる医療機関数の拡大を図ることとされています。厚生労働省

では、平成２５年度に実施予定のカネミ油症患者の健康実態調査におい

て、カネミ油症患者の方々に油症患者受療券の取扱を希望する医療機関

について、要望をお伺いする予定です。その結果を受けて、今後、都道

府県等から、地域医師会又は医療機関に、油症患者受療券の取扱につい

て依頼がなされることがあり得ます。そうした際には、できる限りご協

力いただくよう、お願い申し上げます。 

 

  ※ 油症患者受療券とは、カネミ油症患者が医療機関に提示することによ

り、窓口での利用者負担の支払を要することなく医療を受けることを可

能とするものです。油症患者受療券の取扱について同意いただける医療

機関については、医療費の利用者負担分を直接カネミ倉庫（株）に請求

いただくこととなります。 

以上 
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カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 

（平成二十四年九月五日法律第八十二号） 

 

 第一章 総則（第一条―第七条）  

 第二章 基本指針（第八条）  

 第三章 基本的施策（第九条―第十三条）  

 附則  

   第一章 総則  

（目的）  

第一条  この法律は、食品を介してポリ塩化ビフェニル等を摂取したこと等を原

因とする特殊な健康被害その他のカネミ油症患者が置かれている事情に鑑み、

カネミ油症患者に関する施策に関し、基本理念を定め、国、関係地方公共団体、

原因事業者及び国民の責務を明らかにし、並びに基本指針の策定について定め

るとともに、カネミ油症患者に関する施策の基本となる事項を定めることによ

り、カネミ油症患者に関する施策を総合的に推進することを目的とする。  

（定義）  

第二条  この法律において「ポリ塩化ビフェニル等」とは、ポリ塩化ビフェニル

及びこれに由来するダイオキシン類（ダイオキシン類対策特別措置法 （平成十

一年法律第百五号）第二条第一項 に規定するダイオキシン類をいう。）をいう。  

２  この法律において「カネミ油症」とは、昭和四十三年に九州地方を中心に発

生したポリ塩化ビフェニル等が混入した食用油の摂取等を原因とする健康被害

が生じた事件（以下「カネミ油症事件」という。）における当該摂取等を原因

として発生した疾患をいう。  
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３  この法律において「カネミ油症患者」とは、カネミ油症にかかった者をいう。  

４  この法律において「原因事業者」とは、カネミ油症が生ずる原因となった食

用油を製造した事業者をいう。  

（基本理念）  

第三条  カネミ油症患者に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行わ

れなければならない。  

一  カネミ油症患者がその居住する地域にかかわらず等しくその状態に応じた

適切なカネミ油症に係る医療を受けることができるようにするとともに、カネ

ミ油症患者の生活の質の維持向上が図られるようにすること。  

二  カネミ油症に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進することにより

カネミ油症の診断、治療等に係る技術の向上を図るとともに、その成果を普及

し、活用し、及び発展させること。  

三  カネミ油症患者に関する施策を推進するに当たっては、カネミ油症患者及び

その家族（以下「カネミ油症患者等」という。）の人権が尊重され、カネミ油

症患者等がカネミ油症患者等であることを理由に差別されないように配慮する

ものとすること。  

四  原因事業者に対し国が行う支援は、カネミ油症患者の生活の質の維持向上に

資することを旨として、行われるものとすること。  

（国の責務）  

第四条  国は、前条の基本理念にのっとり、カネミ油症患者に関する施策を総合

的に策定し、及び実施する責務を有する。  

（関係地方公共団体の責務）  

75



第五条  関係地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、カネミ油症患者に

関する施策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策

定し、及び実施する責務を有する。  

（原因事業者の責務）  

第六条  原因事業者は、カネミ油症患者に対する医療費の支払その他カネミ油症

患者のカネミ油症事件に係る被害の回復を誠実に行うとともに、国及び関係地

方公共団体が講ずるカネミ油症患者に関する施策に協力する責務を有する。  

（国民の責務）  

第七条  国民は、カネミ油症に関する正しい知識を持ち、カネミ油症患者等がカ

ネミ油症患者等であることを理由に差別されないように配慮するよう努めなけ

ればならない。  

   第二章 基本指針  

第八条  厚生労働大臣及び農林水産大臣は、カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進を図るため、カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指

針（以下「基本指針」という。）を策定しなければならない。  

２  基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一  カネミ油症患者に関する施策の基本的な方向  

二  原因事業者によるカネミ油症患者に対する医療費の支払その他カネミ油症

患者のカネミ油症事件に係る被害の回復の支援に関する事項  

三  カネミ油症患者の健康状態の把握に関する事項  

四  カネミ油症の診断基準の見直し並びに調査及び研究に関する事項  

五  カネミ油症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項  
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六  カネミ油症の症状、治療等に関する情報の収集及び提供を行う体制の整備並

びにカネミ油症患者等に対する相談支援の推進に関する事項  

七  その他カネミ油症患者に関する施策に関する重要事項  

３  厚生労働大臣及び農林水産大臣は、基本指針を策定しようとするときは、あ

らかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。  

４  厚生労働大臣及び農林水産大臣は、基本指針を策定したときは、遅滞なく、

これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。  

５  前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。  

   第三章 基本的施策  

（医療費の支払等の支援）  

第九条  国は、カネミ油症患者が必要に応じ適切なカネミ油症に係る医療を受け、

その他カネミ油症患者がカネミ油症事件に係る被害の回復を図ることによりそ

の生活の質を維持向上させることができるよう、原因事業者によるカネミ油症

患者に対する医療費の支払その他カネミ油症患者のカネミ油症事件に係る被害

の回復を支援するために必要な施策を講ずるものとする。  

（健康状態の把握）  

第十条  国は、カネミ油症に関する調査及び研究を推進するため、カネミ油症患

者の健康状態を把握するために必要な施策を講ずるものとする。  

（診断基準の見直し並びに調査及び研究の促進等）  

第十一条  国は、カネミ油症の診断基準の科学的知見に基づく見直し並びに診断、

治療等に関する調査及び研究が促進され、及びその成果が活用されるよう必要

な施策を講ずるものとする。  

（医療提供体制の確保）  

77



第十二条  国及び関係地方公共団体は、カネミ油症患者がその居住する地域にか

かわらず等しくその状態に応じた適切なカネミ油症に係る医療を受けることが

できるよう、医療機関と原因事業者の間における連携協力体制の整備を図るた

めに必要な施策を講ずるものとする。  

（情報の収集提供体制の整備等）  

第十三条  国及び関係地方公共団体は、カネミ油症の症状、治療等に関する情報

の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、カ

ネミ油症患者等に対する相談支援を推進するために必要な施策を講ずるものと

する。  

 

   附 則  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から施行する。  

（検討） 

第二条  政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を

勘案し、カネミ油症患者の福祉を増進する観点から、カネミ油症患者に関する

施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも

のとする。  

第三条  経済的社会的環境の変化その他の事情により原因事業者の事業の継続

が困難となることが明らかとなった場合には、この法律の規定について速やか

に検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  

 

78



 - 1 - 

 厚生労働省 
○      告示第二号 
 農林水産省 
 
 カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律（平成二十四年法律

第八十二号）第八条第一項の規定に基づき、カネミ油症患者に関する施策の推進

に関する基本的な指針を次のように策定したので、同条第四項の規定により告示

する。 
 平成二十四年十一月三十日 

厚生労働大臣 三井 辨雄   
農林水産大臣 郡司 彰    

 

カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針 

 

 カネミ油症（カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律（平成

二十四年法律第八十二号。以下「法」という。）第二条第二項に規定する疾患を

いう。以下同じ。）については、根治的な治療方法が見つかっていない。 
 カネミ油症患者（法第二条第三項に規定する者をいう。以下同じ。）のカネミ

油症事件（同条第二項に規定する事件をいう。以下同じ。）に係る被害の回復に

ついては、原因事業者（同条第四項に規定する者をいう。以下同じ。）であるカ

ネミ倉庫株式会社が、過去の訴訟上の和解等に基づく一時金(以下「一時金」とい

う。)及び医療費（通院のための交通費を含む。以下同じ。）の支払を行っている。

また、国は、カネミ油症に関する調査及び研究を推進するため、油症治療研究班

（カネミ油症に関する研究、検診、相談等に係る事業を行う研究班をいう。以下

同じ。）に対し、研究、検診、相談等に係る事業の実施に要する費用の一部を助

成するとともに、「カネミ油症事件に関する措置について」（昭和六十年二月二

十二日三大臣（法務大臣、厚生大臣及び農林水産大臣）の確認事項）に基づき、

カネミ倉庫株式会社に対し、カネミ油症患者に対する医療費の支払の一助とする

ため、政府所有米穀の保管の委託を行ってきた。 
 しかしながら、カネミ油症の症状、治療方法等の研究のため、カネミ油症患者

の健康状態等の実態を継続して把握する必要があることや、カネミ油症患者の高

齢化に伴う生活面での不安及びカネミ倉庫株式会社による医療費の安定的な支払

に対する懸念が指摘されていることなど、今後とも、カネミ油症患者に関する施

策のより一層の推進を図る必要があり、そのためには、国、関係地方公共団体、

カネミ倉庫株式会社等の関係者が連携して総合的な支援を推進することが必要で

ある。 
 本指針は、このような現状の下に、国、関係地方公共団体、カネミ倉庫株式会

社及び国民が取り組むべき方向性を示すことにより、カネミ油症患者に関する施

策の総合的な推進を図ることを目的として、法第八条第一項の規定に基づき策定

するものである。 

 

第一 カネミ油症患者に関する施策の基本的な方向 
カネミ油症患者に関する施策は、法第三条に規定する基本理念を踏まえ、次

に掲げる基本的な方向に沿って実施することが必要である。 
(1) カネミ油症患者がその居住する地域にかかわらず等しくその状態に応じた
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適切なカネミ油症に係る医療を受けることができるようにするとともに、カ

ネミ油症患者の生活の質の維持向上が図られるようにすること。 
(2) カネミ油症に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進することによ

り、カネミ油症の診断、治療等に係る技術の向上を図るとともに、その成果

を医療機関に普及し、活用し、及び発展させること。 
(3) カネミ油症患者及びその家族（以下「カネミ油症患者等」という。）の人

権が尊重され、カネミ油症患者等が不当に差別されないように配慮すること。 
(4) 原因事業者であるカネミ倉庫株式会社に対し国が行う支援は、カネミ油症

患者の生活の質の維持向上に資することを旨として行われること。 

 

第二 原因事業者によるカネミ油症患者に対する医療費の支払その他カネミ油症

患者のカネミ油症事件に係る被害の回復の支援に関する事項 
カネミ油症事件に係る被害の回復に関して、カネミ倉庫株式会社が負担する

カネミ油症患者の医療費については、将来にわたってカネミ倉庫株式会社から

安定的に支払われる必要がある。また、一時金については、カネミ倉庫株式会

社の経営状況を理由として、その一部しか支払われておらず、今後は、カネミ

倉庫株式会社の経営状況を踏まえつつ、カネミ倉庫株式会社が可能な範囲で適

切に支払っていくことが望まれる。 
このため、カネミ油症事件に係る被害の回復を支援するため、国は、カネミ

倉庫株式会社に対して、以下の取組を講ずるものとする。 
(1) 今後とも、政府所有米穀の在庫管理の運営状況を随時確認しながら、保管

料収入が適切に確保されるよう、カネミ倉庫株式会社が現在保有している倉

庫について、最大限有効かつ安定的な活用を図り、カネミ倉庫株式会社から、

将来にわたって医療費が確実に支払われるようにする。 
(2) カネミ油症患者の生活の質の維持向上に資することを目的として、カネミ

倉庫株式会社の支払能力を拡大させるため、カネミ倉庫株式会社による新た

な倉庫の活用のための取組を支援するとともに、政府所有米穀の保管の委託

数量の拡大等による収入の増加を図り、その結果生じた利益について、一時

金の残余等の支払に適切に充てられるようにする。 
(3) (1)及び(2)のカネミ油症患者に対する医療費や一時金の残余等の支払が確

実に実施されるよう、国は、カネミ倉庫株式会社に対する支援の結果、カネ

ミ油症患者に対する支払が適切に行われているか等について把握するととも

に、必要に応じてカネミ倉庫株式会社に対する指導を行う。 

 

第三 カネミ油症患者の健康状態の把握に関する事項 
これまで、カネミ油症患者の健康状態を把握し、また、カネミ油症に関する

調査及び研究を推進するため、毎年度、油症治療研究班による無料の検診事業

を実施してきた。また、平成二十年度には、国において、油症治療研究班の協

力を得て、カネミ油症患者の健康状態の実態を把握するための調査（以下「健

康実態調査」という。）を実施した。 
今後、国は、カネミ油症の特殊性を踏まえ、毎年度、カネミ油症患者の生活

状況、症状、治療内容等について把握するための健康実態調査を実施し、検診

の結果と併せてカネミ油症患者の症状の推移、治療の状況等の情報を収集し、

分析することにより、カネミ油症に関する調査及び研究を更に推進していく。
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また、健康実態調査の実施に当たっては、調査の円滑な実施を図るため、健康

実態調査に協力したカネミ油症患者に対して健康調査支援金を支給し、もって、

カネミ油症患者の生活の質の維持向上を図る。なお、カネミ油症患者の高齢化

を踏まえ、健康実態調査の調査項目については、カネミ油症患者の負担の軽減

にも配慮して設定するとともに、その実施に当たっては、関係都道府県の協力

を得て、必要に応じて調査票の記入を介助する等の配慮を行う。 

 

第四 カネミ油症の診断基準の見直し並びに調査及び研究に関する事項 
カネミ油症の診断基準については、油症治療研究班による調査及び研究の成

果、検診の結果等を踏まえ、昭和四十三年の診断基準の策定以降、これまでに

四回の見直しが行われてきた。診断基準については、今後とも、カネミ油症に

関する調査及び研究の成果、検診の結果等を踏まえ、最新の科学的な知見に基

づいて随時見直しを行っていく必要がある。 
なお、法の制定に際し、平成二十四年八月二十八日に参議院厚生労働委員会

において行われた附帯決議を踏まえ、国は、カネミ油症事件が発生した当時の

同居家族でポリ塩化ビフェニル等が混入した食用油の摂取等を原因とする健康

被害を受けた者が、家族内で認定結果が分かれることのないよう、診断基準を

拡大する方向で速やかに結論をとりまとめるよう、油症治療研究班に対して要

請する。 
また、国は、カネミ油症に関する調査及び研究について、カネミ油症事件が

発生した昭和四十三年以降、油症治療研究班が実施する研究、検診、相談等に

係る事業に対して助成を行ってきた。その結果、カネミ油症に関する調査及び

研究について一定の成果は得られているが、カネミ油症の根治的な治療方法が

見つかっていないことを踏まえ、ダイオキシン類の生物学的毒性の解明及び症

状の緩和並びにダイオキシン類の排泄促進その他の治療方法の開発等のため更

なる調査及び研究の推進が必要である。 
このため、国は、今後とも、油症治療研究班への助成を行い、カネミ油症に

関する調査及び研究の効果的な推進を図る。 

 

第五 カネミ油症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項 
カネミ油症患者がその状態に応じた適切なカネミ油症に係る医療を受けるこ

とができるよう、カネミ倉庫株式会社は、カネミ油症患者の医療費の支払を行

っているほか、カネミ油症患者に対して、窓口での利用者負担の支払を要する

ことなく医療を受けることを可能とする油症患者受療券を発行している。油症

患者受療券の制度は、医療を提供した医療機関がカネミ倉庫株式会社に対して

直接、カネミ油症患者の医療費を請求する仕組みであり、事前に、カネミ倉庫

株式会社が制度の対象となる医療機関から同意を得ておく必要がある。 
国は、こうしたカネミ倉庫株式会社による取組を支援するため、カネミ油症

患者の要望を健康実態調査において把握した上で、関係都道府県と連携して、

医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数の拡大を図

る。また、国とカネミ倉庫株式会社は、制度の対象となる医療機関の一覧を作

成し、カネミ油症患者に対して、広くその周知を図る。 

 

第六 カネミ油症の症状、治療等に関する情報の収集及び提供を行う体制の整備
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並びにカネミ油症患者等に対する相談支援の推進に関する事項 
カネミ油症の症状、治療等に関する情報の収集及び提供については、油症治

療研究班において、調査及び研究が進められ、その成果が公表されてきたが、

カネミ油症患者からは、カネミ油症の症状、治療等に係る知識や理解を有する

医師等の医療関係者が不足しているという問題点等が指摘されている。 
このため、国は、引き続き、油症治療研究班を通じて、カネミ油症の症状、

治療等に関する情報の収集を行うとともに、今後は、油症治療研究班に蓄積さ

れる最新の研究成果、医学的知見及び医師の治療の参考となる症例集を、全国

の医療機関に対して、インターネット等により速やかに情報提供を行う。 
また、カネミ油症患者等に対する相談支援については、現在、油症治療研究

班が設けている相談員制度により、カネミ油症患者等の健康相談等に対応して

いるが、国は、引き続き、こうした取組を支援するとともに、関係都道府県と

連携して、カネミ倉庫株式会社による医療費の支払等に関するカネミ油症患者

からの相談に対応していく。 

 

第七 その他カネミ油症患者に関する施策に関する重要事項 
(1) カネミ油症に関する正しい知識の普及啓発 

法第七条の規定に鑑み、カネミ油症患者に関する施策の推進に当たって

は、カネミ油症に関する知識が不足していること等により、カネミ油症患者

等が不当に差別されることや、それに伴いカネミ油症患者等に精神的な負担

が生じることがないよう、国民一人一人が、カネミ油症に関する正しい知識

を有することが求められる。 
このため、国及び関係地方公共団体は、法の趣旨に基づき、カネミ油症に

関する理解が深まるよう、カネミ油症に関する正しい知識の普及啓発に努め

る。 
(2) 関係地方公共団体の取組 

関係地方公共団体においては、法の趣旨に基づき、積極的に、国が実施す

るカネミ油症患者に関する施策の実施に協力するとともに、地域の特性に応

じたカネミ油症患者に関する施策の策定及び実施に努める。 
(3) 新たな施策の実施 

国は、カネミ油症患者が自らの検診の結果を継続的に把握すること及び健

康実態調査や検診の後に、希望するカネミ油症患者が健康相談をすることが

できる体制の充実を図る。 
また、漢方薬を用いた臨床研究を含めた更なる調査及び研究の推進や、油

症患者受療券の制度の対象となる医療機関数の更なる拡大を図る。 
さらに、現在油症治療研究班が設けている相談員制度に加え、新たに相談

支援員の設置を進めるとともに、相談員制度における相談員と相談支援員と

の相互の連携及び相談支援員に対する研修等の実施を通じて、相談に関する

ネットワークを構築し、カネミ油症患者等に対する相談体制の充実を図る。 
(4) 国、カネミ倉庫株式会社及びカネミ油症患者による定期的な協議等 

国は、カネミ油症患者の要望及び意見を把握し、施策の効果的な実施を図

るため、国、原因事業者であるカネミ倉庫株式会社及びカネミ油症患者の三

者から構成される定期的な協議の場を設けるとともに、関係省庁から構成さ

れる連絡会議の開催を通じて、情報の共有及び施策の連携を図る。 
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新
た
な
倉
庫
の
活
用
の
た
め
の
取
組
を

支
援
す
る
と
と
も
に
、
政
府
所
有
米
穀
の
保
管
の
委
託
数
量
の
拡
大
等
に

よ
る
収
入
の
増
加
を
図
り
、
そ
の
利
益
に
つ
い
て
一
時
金
の
残
余
等
の
支

払
に
適
切
に
充
て
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。

＜
上
記
施
策
の
実
施
の
確
保
＞

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
対
し
医
療
費
や
一
時
金
の
残
余
等
が
確
実
に
支
払

わ
れ
る
よ
う
、
そ
の
状
況
に
つ
い
て
把
握
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ

て
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
に
対
す
る
指
導
を
行
う
。

油
症
の
特
殊
性
を
踏
ま
え
、
油
症
の
調
査
・
研
究
を
更
に
推
進
す
る
た

め
、
油
症
患
者
の
健
康
実
態
調
査
を
実
施
し
、
対
象
者
に
「
健
康
調
査
支

援
金
」
を
支
給
す
る
。
当
面
、
毎
年
度
実
施
す
る
。

厚
生
労
働
省
や
関
係
都
府
県
等
が
医
療
機
関
等
と
調
整
し
、
油
症
患
者

受
療
券
が
利
用
可
能
な
医
療
機
関
の
拡
大
を
図
る
と
と
も
に
、
受
療
券
が

利
用
可
能
な
医
療
機
関
の
一
覧
を
作
成
し
、
周
知
を
図
る
。

事
件
当
時
の
同
居
家
族
で
健
康
被
害
を
受
け
た
者
が
、
家
族
内
で
認
定

結
果
が
分
か
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
油
症
治
療
研
究
班
に
対
し
て
、
診

断
基
準
を
拡
大
す
る
方
向
で
速
や
か
に
結
論
を
と
り
ま
と
め
る
よ
う
要
請

す
る
。
ま
た
、
今
後
と
も
油
症
治
療
研
究
班
へ
の
助
成
を
行
い
、
カ
ネ
ミ
油
症

に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
の
効
果
的
な
推
進
を
図
る
。

油
症
治
療
研
究
班
に
蓄
積
さ
れ
る
最
新
の
研
究
成
果
や
医
学
的
知
見
及

び
医
師
の
治
療
の
参
考
と
な
る
症
例
集
を
、
全
国
の
医
療
機
関
に
対
し
て
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
り
速
や
か
に
情
報
提
供
す
る
等
の
取
組
を
図
る
。

ま
た
、
厚
生
労
働
省
や
関
係
都
道
府
県
は
、
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
に

よ
る
医
療
費
の
支
払
等
に
関
す
る
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
か
ら
の
相
談
に
対
応

す
る
。

○
原
因
事
業
者
に
よ
る
医
療
費
の
支
払
等
の
被
害
の
回
復
の
支
援

○
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
健
康
状
態
の
把
握

○
カ
ネ
ミ
油
症
の
診
断
基
準
の
見
直
し
、
調
査
、
研
究

○
カ
ネ
ミ
油
症
に
係
る
医
療
提
供
体
制
の
確
保

○
カ
ネ
ミ
油
症
の
症
状
、
治
療
等
の
情
報
の
収
集
・
提
供
及
び
相

談
支
援

＜
カ
ネ
ミ
油
症
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
＞

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
等
が
不
当
に
差
別
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
国
及

び
関
係
地
方
公
共
団
体
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及

啓
発
に
努
め
る
。

＜
関
係
団
体
等
に
よ
る
定
期
的
な
協
議
等
＞

国
、
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の
三
者
か
ら
構
成
さ

れ
る
定
期
的
な
協
議
の
場
を
設
け
る
と
と
も
に
、
関
係
省
庁
か
ら
構
成
さ

れ
る
連
絡
会
議
の
開
催
を
通
じ
、
情
報
の
共
有
及
び
施
策
の
連
携
を
図
る
。

〈
新
た
な
支
援
措
置
の
実
施
〉

国
は
、
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
が
自
ら
の
検
診
の
結
果
を
継
続
的
に
把
握
す

る
こ
と
及
び
健
康
実
態
調
査
や
検
診
の
後
に
、
希
望
す
る
カ
ネ
ミ
油
症
患

者
が
健
康
相
談
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
の
充
実
を
図
る
。

ま
た
、
漢
方
薬
を
用
い
た
臨
床
研
究
を
含
め
た
更
な
る
調
査
及
び
研
究

の
推
進
や
、
油
症
患
者
受
療
券
の
制
度
の
対
象
と
な
る
医
療
機
関
数
の
更

な
る
拡
大
を
図
る
。

さ
ら
に
、
現
在
油
症
治
療
研
究
班
が
設
け
て
い
る
相
談
員
制
度
に
加
え
、

新
た
に
相
談
支
援
員
の
設
置
を
進
め
る
と
と
も
に
、
相
談
員
制
度
に
お
け

る
相
談
員
と
相
談
支
援
員
と
の
相
互
の
連
携
及
び
相
談
支
援
員
に
対
す
る

研
修
等
の
実
施
を
通
じ
て
、
相
談
に
関
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
等
に
対
す
る
相
談
体
制
の
充
実
を
図
る
。

○
カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
そ
の
他
の
重
要
事
項
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部
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カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
対
す
る
支
援
施
策
に
つ
い
て

○
治
療
研
究
の
推
進

効
果
的
な
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
に
向
け
て
、
漢
方
薬

を
用
い
た
臨
床
研
究
を
推
進

○
相
談
体
制
の
充
実

都
道
府
県
に
油
症
相
談
支
援
員
の
設
置
を
進
め
、
相
談
に

関
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築

○
検
診
の
充
実

患
者
が
、
油
症
検
診
の
結
果
を
継
続
的
に
把
握
し
、
健
康

相
談
を
実
施
で
き
る
体
制
を
充
実

○
医
療
提
供
体
制
の
確
保

油
症
患
者
受
療
券
の
制
度
の
対
象
と
な
る
医
療
機
関
の

更
な
る
拡
大

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
対
す
る
施
策
に
つ
い
て
は
、
「カ
ネ
ミ
油
症
患
者
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
法
律
」に
基
づ
き
、

総
合
的
な
支
援
措
置
を
実
施
し
て
い
る
。
同
法
附
則
の
検
討
規
定
を
踏
ま
え
、
今
回
の
基
本
指
針
の
改
正
に
よ
り
、
次
の
よ
う
な
支
援

措
置
を
実
施

認
定
患
者

政
府
米
の
保
管
委

託
事
業
を
実
施
し
、

カ
ネ
ミ
倉
庫
の
一

時
金
（
５
万
円
）
支

払
を
確
保

健
康
実
態
調
査

を
実
施
し
、
毎
年
、

健
康
調
査
支
援

金
（
１
９
万
円
）
を

支
給

油
症
治
療
研
究

油
症
検
診

＜
生
活
面
で
の
支
援
＞

＜
医
療
面
で
の
支
援
＞

※
一
時
金
と
健
康
調

査
支
援
金
に
よ
り
、
年

２
４
万
円
を
支
給

※
平
成

24
年

12
月

に
油
症
診
断
基
準
を

見
直
し
、
同
居
家
族

認
定
を
実
施

新
た
な
支
援
措
置

従
来
の
施
策

※
カ
ネ
ミ
油
症
相
談
窓
口

（
47
都
道
府
県
）

政
府
米
の
保
管
委

託
を
実
施
し
、
カ
ネ

ミ
倉
庫
の
医
療
費

の
支
払
を
支
援
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